
１．育成就労制度における工業製品製造業分野の受入れ対象：事業所の産業分類
• 工業製品製造業分野における育成就労外国人の受入れは、外国人が活動する事業所が次の日本標準産業分類に該当する

ことが必要。

コード 項目名

11 繊維工業

12 木材・木製品製造業（家具を除く）

（対象）
1221
1224

造作材製造業（建具を除く）
建築用木製組立材料製造業

13 家具・装備品製造業

（対象）
131
1391

1393
1399

家具製造業
事務所用・店舗用装備品製造業
鏡縁・額縁製造業
他に分類されない家具・装備品製造業
（黒板製造業、プラスチック製家具・装備品製造
業、強化プラスチック製家具製造業に限る）

14 パルプ・紙・紙加工品製造業

（対象）
141
1421～1423
1431、1432
144、 145

149

パルプ製造業
洋紙製造業、板紙製造業、機械すき和紙製造業
塗工紙製造業（印刷用紙を除く）、段ボール製造業

紙製品製造業、紙製容器製造業
その他のパルプ・紙・紙加工品製造業

コード 項目名

15 印刷・同関連業

16 化学工業

17 石油精製業

18 プラスチック製品製造業

19 ゴム製品製造業

20 なめし革・同製品・毛皮製造業

（対象）
206 かばん製造業

21 窯業・土石製品製造業

（対象）
2122

2123
2129
2141
2142
2143、2146
2151、2152
2194

生コンクリート製造業
コンクリート製品製造業
その他のセメント製品製造業
衛生陶器製造業
食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業
陶磁器製置物製造業、陶磁器製タイル製造業
耐火れんが製造業、不定形耐火物製造業
鋳型製造業（中子を含む）

※青字：2025年12月時点で受入れが可能な産業分類、赤字：対象追加の調整を行っている産業分類
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育成就労制度における工業製品製造業分野の受入れ対象：事業所の産業分類

コード 項目名

22 鉄鋼業

（対象）
2211
2212

222
2231
2232
2234
2236
2237
225
2291
2299

高炉による製鉄業
高炉によらない製鉄業
製鋼・製鋼圧延業
熱間圧延業（鋼管、伸鉄を除く）
冷間圧延業（鋼管、伸鉄を除く）
鋼管製造業
磨棒鋼製造業
引抜鋼管製造業
鉄素形材製造業
鉄鋼シャースリット業
他に分類されない鉄鋼業（鉄粉製
造業に限る）

23 非鉄金属製造業

（対象）
 2332

2341

235

アルミニウム・同合金圧延業
（抽伸、押出しを含む）
電線・ケーブル製造業
（光ファイバケーブルを除く）
非鉄金属素形材製造業

コード 項目名

24 金属製品製造業

（対象）
2422

2424
2431
2432
2441
2442
2443
2444
2446
245
2461
2462
2464
2465
2469
2471
2479
248
2499

機械刃物製造業
作業工具製造業
配管工事用附属品製造業（バルブ、コックを除く）
ガス機器・石油機器製造業
鉄骨製造業
建設用金属製品製造業（鉄骨を除く）
金属製サッシ・ドア製造業
鉄骨系プレハブ住宅製造業
製缶板金業（高圧ガス用溶接容器・バルク貯蔵製造業及びドラム缶・ペール缶製造業に限る）

金属素形材製品製造業
金属製品塗装業
溶融めっき業（表面処理鋼材製造業を除く）
電気めっき業（表面処理鋼材製造業を除く）
金属熱処理業
その他の金属表面処理業（アルミニウム陽極酸化処理業及びバフ研磨業に限る）
くぎ製造業
その他の金属線製品製造業（溶接材料製造業に限る）
ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
他に分類されない金属製品製造業（ドラム缶更生業、金属製はしご製造業（可搬
式のもの）及び脚立製造業に限る）

25 はん用機械器具製造業

（対象） 「2591 消火器具・消火装置製造業」を除く

※青字：2025年12月時点で受入れが可能な産業分類、赤字：対象追加の調整を行っている産業分類
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育成就労制度における工業製品製造業分野の受入れ対象：事業所の産業分類

コード 項目名

26 生産用機械器具製造業

27 業務用機械器具製造業

（対象） 「274  医療用機械器具・医療用品製造業」及び「276  武器製造業」を除く

28 電子部品・デバイス・電子回路製造業

29 電気機械器具製造業

（対象）
「2922  内燃機関電装品製造業のうち自動車用の内燃機関電装品を製造する産業以外
の産業を除く。」

30 情報通信機械器具製造業

31 輸送用機械器具製造業

（対象）
311
314

自動車・同附属品製造業
航空機・同附属品製造業

32 その他の製造業

（対象）
3253
3293
3295
3299

運動用具製造業
パレット製造業
工業用模型製造業
他に分類されないその他の製造業（RPF製造業及び人体保護具製造業に限る）

484 こん包業

※青字：2025年12月時点で受入れが可能な産業分類、赤字：対象追加の調整を行っている産業分類

3



２．工業製品製造業分野の対象産業分類に含まれない産業分類（製造業に限る）
• 経済産業省が所管する製造業の産業分類のうち、工業製品製造業分野の対象産業分類に含まれていないものは、以下の

とおり。以下の産業分類に該当する事業所は、育成就労制度では工業製品製造業分野での受入れができない。

• 黄色セルは、2024年に法務省・厚労省が、技能実習制度を利用している事業所に対して行ったアンケートにおいて、

技能実習制度を活用していると回答した事業所が確認されている産業分類。

コード 項目名

12 木材・木製品製造業（家具を除く）

1225 パーティクルボード製造業

1226 繊維板製造業

1231 竹・とう・きりゅう等容器製造業

1232 木箱製造業

1233 たる・おけ製造業

1291 木材薬品処理業

1292 コルク加工基礎資材・コルク製品製造業

1299 他に分類されない木製品製造業(竹、とうを含む)

13 家具・装備品製造業

1321 宗教用具製造業

1331 建具製造業

1392 窓用・扉用日よけ、日本びょうぶ等製造業

コード 項目名

14 パルプ・紙・紙加工品製造業

1424 手すき和紙製造業

1433 壁紙・ふすま紙製造業

16 化学工業

1619 その他の化学肥料製造業

1621 ソーダ工業

1622 無機顔料製造業

1623 圧縮ガス・液化ガス製造業

1629 その他の無機化学工業製品製造業

1631
石油化学系基礎製品製造業（一貫して生産される誘導
品を含む）

1633 発酵工業

1634 環式中間物・合成染料・有機顔料製造業

1635 プラスチック製造業

1636 合成ゴム製造業

1639 その他の有機化学工業製品製造業

※産業分類の詳細は、以下を参照
https://www.soumu.go.jp/main_content/000935526.pdf
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コード 項目名

1641 脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業

1642 石けん・合成洗剤製造業

1643 界面活性剤製造業（石けん、合成洗剤を除く）

1644 塗料製造業

1645 印刷インキ製造業

1646 洗浄剤・磨用剤製造業

1647 ろうそく製造業

1661
仕上用・皮膚用化粧品製造業（香水、オーデコロンを
含む）

1662 頭髪用化粧品製造業

1669 その他の化粧品・歯磨・化粧用調整品製造業

1691 火薬類製造業

1693 香料製造業

1694 ゼラチン・接着剤製造業

1695 写真感光材料製造業

1696 天然樹脂製品・木材化学製品製造業

1697 試薬製造業

1699 他に分類されない化学工業製品製造業

17 石油精製業

1711 石油精製業

コード 項目名

1721 潤滑油・グリース製造業（石油精製によらないもの）

1731 コークス製造業

1741 舗装材料製造業

1799 その他の石油製品・石炭製品製造業

20 なめし革・同製品・毛皮製造業

2011 なめし革製造業

2021 工業用革製品製造業（手袋を除く）

2031 革製履物用材料・同附属品製造業

2041 革製履物製造業

2051 革製手袋製造業

2071 袋物製造業（ハンドバッグを除く）

2072 ハンドバッグ製造業

2081 毛皮製造業

2099 その他のなめし革製品製造業

21 窯業・土石製品製造業

2111 板ガラス製造業

2112 板ガラス加工業

2113 ガラス製加工素材製造業

2114 ガラス容器製造業

2115 理化学用・医療用ガラス器具製造業

工業製品製造業分野の対象産業分類に含まれない産業分類（製造業に限る）
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コード 項目名

2116 卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業

2117 ガラス繊維・同製品製造業

2119 その他のガラス・同製品製造業

2121 セメント製造業

2131 粘土がわら製造業

2132 普通れんが製造業

2139 その他の建設用粘土製品製造業

2144 電気用陶磁器製造業

2145 理化学用・工業用陶磁器製造業

2147 陶磁器絵付業

2148 陶磁器用はい（坏）土製造業

2149 その他の陶磁器・同関連製品製造業

2159 その他の耐火物製造業

2161 炭素質電極製造業

2169 その他の炭素・黒鉛製品製造業

2171 研磨材製造業

2172 研削と石製造業

2173 研磨布紙製造業

2179 その他の研磨材・同製品製造業

2181 砕石製造業

コード 項目名

2182 再生骨材製造業

2183 人工骨材製造業

2184 石工品製造業

2185 けいそう土・同製品製造業

2186 鉱物・土石粉砕等処理業

2191 ロックウール・同製品製造業

2192 石こう（膏）製品製造業

2193 石灰製造業

2199 他に分類されない窯業・土石製品製造業

22 鉄鋼業

2213 フェロアロイ製造業

2233 冷間ロール成型形鋼製造業

2235 伸鉄業

2238 伸線業

2239
その他の製鋼を行わない鋼材製造業（表面処理鋼材を
除く)

2241 亜鉛鉄板製造業

2249 その他の表面処理鋼材製造業

2292 鉄スクラップ加工処理業

2293 鋳鉄管製造業

工業製品製造業分野の対象産業分類に含まれない産業分類（製造業に限る）
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コード 項目名

23 非鉄金属製造業

2311 銅第１次製錬・精製業

2312 亜鉛第１次製錬・精製業

2319 その他の非鉄金属第１次製錬・精製業

2321 鉛第２次製錬・精製業（鉛合金製造業を含む)

2322
アルミニウム第２次製錬・精製業（アルミニウム合金
製造業を含む）

2329
その他の非鉄金属第２次製錬・精製業（非鉄金属合金
製造業を含む）

2331 伸銅品製造業

2339
その他の非鉄金属・同合金圧延業（抽伸、押出しを含
む）

2342
光ファイバケーブル製造業（通信複合ケーブルを含
む）

2391 核燃料製造業

2399 他に分類されない非鉄金属製造業

24 金属製品製造業

2411 ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業

2421 洋食器製造業

2423
利器工匠具・手道具製造業（やすり、のこぎり、食卓
用刃物を除く）

コード 項目名

2425 手引のこぎり・のこ刃製造業

2426 農業用器具製造業（農業用機械を除く）

2429 その他の金物類製造業

2433 温風・温水暖房装置製造業

2439
その他の暖房・調理装置製造業（電気機械器具、ガス
機器、石油機器を除く）

2445
建築用金属製品製造業（サッシ、ドア、建築用金物を
除く）

2463 金属彫刻業

2491 金庫製造業

2492 金属製スプリング製造業

27 業務用機械器具製造業

2741 医療用機械器具製造業

2742 歯科用機械器具製造業

2743 医療用品製造業（動物用医療機械器具を含む）

2744 歯科材料製造業

2761 武器製造業

工業製品製造業分野の対象産業分類に含まれない産業分類（製造業に限る）
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コード 項目名

31 輸送用機械器具製造業

3151 フォークリフトトラック・同部分品・附属品製造業

3159 その他の産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業

3191 自転車・同部分品製造業

3199 他に分類されない輸送用機械器具製造業

32 その他の製造業

3211 貴金属・宝石製装身具（ジュエリー）製品製造業

3212
貴金属・宝石製装身具（ジュエリー）附属品・同材料
加工業

3219 その他の貴金属製品製造業

3221 装身具・装飾品製造業（貴金属・宝石製を除く）

3222 造花・装飾用羽毛製造業

3223 ボタン製造業

3224 針・ピン・ホック・スナップ・同関連品製造業

3229 その他の装身具・装飾品製造業

3231 時計・同部分品製造業

3241 ピアノ製造業

3249 その他の楽器・楽器部品・同材料製造業

3251 娯楽用具・がん具製造業（人形を除く）

3252 人形製造業

コード 項目名

3261 万年筆・ペン類・鉛筆製造業

3262 毛筆・絵画用品製造業（鉛筆を除く）

3269 その他の事務用品製造業

3271 漆器製造業

3281 麦わら・パナマ類帽子・わら工品製造業

3282 畳製造業

3283 うちわ・扇子・ちょうちん製造業

3284 ほうき・ブラシ製造業

3285 喫煙用具製造業（貴金属・宝石製を除く）

3289 その他の生活雑貨製品製造業

3291 煙火製造業

3292 看板・標識機製造業

3294 モデル・模型製造業

3296 情報記録物製造業（新聞、書籍等の印刷物を除く）

3297 眼鏡製造業（枠を含む）

工業製品製造業分野の対象産業分類に含まれない産業分類（製造業に限る）
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